
◎市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律 
（令和二年三月三一日法律第一一号）   

一、提案理由（令和二年三月五日・衆議院総務委員会） 

○高市国務大臣 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案について、

その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 この法律案は、自主的な市町村の合併が引き続き円滑に行われるよう、市町村の合併

の特例に関する法律の期限を十年間延長しようとするものであります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 市町村の合併の特例に関する法律の有効期限を令和十二年三月三十一日まで延長する

とともに、関係法律について所要の改正を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。 

二、衆議院総務委員長報告（令和二年三月一九日） 

○大口善徳君 ただいま議題となりました両案件につきまして、総務委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げま

す。 

 本案は、自主的な市町村の合併が引き続き円滑に行われるよう、市町村の合併の特例

に関する法律の有効期限を令和十二年三月三十一日まで十年間延長しようとするもので

あります。 

 本案は、去る三月四日本委員会に付託され、翌五日高市総務大臣から提案理由の説明

を聴取した後、十三日から質疑に入り、十七日質疑を終局いたしました。次いで、討論

を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 なお、本案に対して附帯決議が付されました。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年三月一七日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項について措置すべきである。 

一 市町村の合併については、地域の自主的な判断を尊重し、合併を強制することのな

いようにすること。また、自主的に合併を選択した市町村に対しては、合併後のまち

づくりが円滑に進められるよう、必要な支援措置を講ずること。 

二 平成の合併の効果や課題等について、合併を選択しなかった市町村や、合併に伴う

課題を指摘している合併市町村を含め、幅広く関係団体等の意見を聴取した上で、引

き続き評価・検証を行うこと。 

三 既に合併した市町村については、周辺地域の活力の低下、職員の減少等に伴う住民



サービスの低下、住民の声が反映され難くなったことなど、なお多くの課題が指摘さ

れていること等を踏まえ、合併市町村の一体的な振興や周辺地域への対応が適切に行

えるよう継続的な支援を行うとともに、住民自治の拡充のための必要な措置を講ずる

こと。 

四 市町村の在り方については、平成の合併によって市町村の人口や面積が増加したこ

とに伴い、合併前の旧市町村の区域の住民の意見が十分に反映され難くなったなど、

住民自治にふさわしい基礎自治体の姿や規模について様々な議論があること等を踏ま

え、地域の実情に応じて、地域自治区、地域審議会等の地域自治組織を活用するなど、

住民の意見をきめ細やかに反映するために必要な措置を適切に講じるよう、必要な助

言を行うこと。 

五 市町村間の広域連携の在り方については、現行の広域行政の仕組みについて十分な

検証を行った上で、市町村の主体性や意見を十分に尊重しつつ、慎重かつ丁寧な検討

を行うこと。また、広域連携に係る新たな制度を創設する場合には、強制とならない

ようにするとともに、周辺地域の活力が失われることのないよう万全の措置を講ずる

こと。 

三、参議院総務委員長報告（令和二年三月二七日） 

○若松謙維君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、総務委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案は、自主的な市町村

の合併が引き続き円滑に行われるよう同法律の期限を十年間延長しようとするものであ

ります。 

 委員会におきましては、平成の合併の成果及び課題、市町村間の広域連携の現状と今

後の在り方、小規模市町村の活性化に向けた支援策等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して伊藤岳委員より反対

する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年三月二七日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 

一、市町村の合併については、市町村及び住民が主体的な判断で行うものであり、国に

よる合併への強制、誘導がないようにすること。また、主体的な判断により合併を選

択した市町村に対しては、合併後の諸施策が円滑に進められるよう、必要な支援措置

を講ずること。 



二、平成の合併の効果や課題等について、合併を選択しなかった市町村や、合併に伴う

課題を指摘している合併市町村を含め、幅広く関係団体等の意見を聴取した上で、引

き続き、しっかりと評価・検証を行い、公表すること。 

三、平成の合併の効果等の評価・検証により明らかになった課題等については、市町村

と協力してその解決を図るとともに、住民自治の拡充のために必要な措置を講ずるこ

と。 

四、今後の市町村間の広域連携の在り方については、地方の意見を聴く場を設ける等に

より、市町村の主体性や意見を十分に尊重しつつ、慎重かつ丁寧な検討を行うこと。 

  右決議する。 

 


